
 

公   示 
 
次のとおり、企画書の募集を行います。 
 

平成３０年１１月１６日   
 
 

原子力規制委員会原子力規制庁 
長官官房放射線防護グループ監視情報課 
放射線環境対策室長 根木 桂三 

 
１ 業務名 

平成３０年度原子力艦環境放射能調査設備（横須賀港小海（１号）局）更新整備に係る設計

業務 
 

２ 参加資格 
（１）環境省における平成２９･３０年度競争参加資格（測量・建設コンサルタント等）（建築関

係建設コンサルタント業務）において、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付されている者

であること。 
競争参加資格を有していない本企画競争参加希望者は、環境省のＨＰから申請を行い、企

画書提出時までに取得したうえで提出すること。 
http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/category_02.html 

（２）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐

人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の

理由がある場合に該当する。 
（３）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 
（４）原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 
（５）企画競争説明会に参加した者であること。 
（６）企画競争説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 
（７）本事業を実施にするにあたり、当該事業に従事する者について以下に示す実績・資格等を

証明する関連資料を提出できること。 
  ① 責任者及び主要担当者は一級建築士事務所に所属し、１級建築士の資格を有し、資格取得

後５年以上の業務経験があること。 
  ② 責任者または主要担当者は、精密機械を設置管理する建物の設計、積算業務の経験がある

こと。 
  ③ 責任者または主要担当者は、海までの距離が３００ｍ以内 耐重塩害仕様地域における、

建築設計及び積算業務の経験があること。 



３ 契約候補者の選定方法 
「平成３０年度原子力艦環境放射能調査設備（横須賀港小海（１号）局）更新整備に係る

設計業務」に係る企画競争説明書に基づき、提出された企画書等について審査を行い、契約

候補者として１者を選定する。ただし、優秀な企画書等の提出がない場合は、この限りでな

い。 
 
４ 企画競争説明書の交付及び問い合わせ先 
（１）入札説明書の交付 

原子力規制庁ホームページの「手続き・申請」＞「調達・予算執行」＞「調達」＞「物

品・役務」＞「企画競争・公募等」より必要な件名を選択し、企画競争説明書のファイル

が添付されているので、ダウンロードして入手すること。 

http://www.nsr.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/index.html 

（２）問い合わせ先 

東京都港区六本木１丁目９番９号（六本木ファーストビル） 

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課放射線環境対策室 

担当 大平 智章 

ＴＥＬ ０３―５１１４―２１２６ 

ＦＡＸ ０３―５１１４―２１８５ 

 
５ 企画競争説明会の開催 
  企画競争参加者に対して、同説明書に係る説明会を実施する。 
（１）日時 
   平成３０年１１月２６日（月）１５時 
（２）場所 
  原子力規制委員会原子力規制庁入札会議室 
  東京都港区六本木１丁目９番９号（六本木ファーストビル１３階） 

※１ 参加人数は、原則１社１名とする。 
※２ 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。 

 
６ 企画書募集に関する質問の受付及び回答 
  質問は、メール（tomoaki_odaira@nsr.go.jp）にて受け付ける。 
（１）受 付 先 ４（２）に同じ 
（２）受付期限 平成３０年１１月２８日（水）１２時まで 
（３）回 答 平成３０年１１月３０日（金）１７時までに、企画競争参加者に対してメール

により行う。 
 
７ 資格要件に係る書類の提出期限等 
（１）受 付 先 ４（２）に同じ 
（２）受付期限 平成３０年１２月５日（水）１２時 



（３）提出方法 持参又は郵送（提出期限必着）による。 
郵送する場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法に限る。 

 
８ 企画書等の提出期限等 
（１）受 付 先 ４（２）に同じ 
（２）受付期限 平成３０年１２月５日（水）１２時 
（３）提出方法 持参又は郵送（提出期限必着）による。 

郵送する場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法に限る。 
 
９ 企画書等の無効 
  本公示に示した参加資格を満たさない者の企画書等は、無効とする。 
 
10 その他 
  本公示に記載なき事項は、企画競争説明書による。 
 
  



（参 考） 

 

予算決算及び会計令（抜粋） 

 

（一般競争に参加させることができない者）  

第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項

の競争（以下「一般競争」という。）に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次

の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。  

 一 当該契約を締結する能力を有しない者  

 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成三年法律第七十七号）第三十二

条第一項各号に掲げる者  

 

（一般競争に参加させないことができる者）  

第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する

と認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことが

できる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とす

る。 

 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しく

は数量に関して不正の行為をしたとき。  

 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連

合したとき。  

 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。  

 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。  

 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。  

 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽

の事実に基づき過大な額で行つたとき。 

 七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契

約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。  

２ 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加

させないことができる。 

 


